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運送申込・書面化アプリ運用開始のお知らせ 

 
国土交通省では、荷主企業や物流事業者による取引の適正化を図るため、「流通業務の

総合化及び効率化の促進に関する法律」と「貨物自動車運送事業法」を一部改正し、運
送契約締結時の書面交付化義務や実運送体制管理簿の作成・保存義務など、物流効率化
のための多重下請け構造の是正措置等を規定し、令和 7年 4月１日から施行されました。 

これに伴い、（公社）全日本トラック協会では、会員事業者の皆様が取引先との運送契
約を円滑かつ効率的に締結できるよう、令和 7 年 8 月から「運送申込・書面化アプリ」
の運用を開始しました。 
契約の書面化には、①運送条件の事前確認による輸送形態や発着時間等の明確化、過

労運転等コンプライアンス違反の防止、②運送条件等を記録し、事故等が起こった際の
事後的な契約内容の確認、③契約にない附帯業務の防止等、現場でのトラブルの回避、 
④積込み・取卸し料や附帯業務料等の明確化による適正な運賃・料金の収受などの効果
があげられます。 
本アプリを使用するメリットとして、①書面化に必要な項目が記載されている、②取

引先企業履歴の管理がしやすい、③交付内容の複製が可能（別案件でも使用可能）など、
事業者の皆様には適切な書面化への取組みが可能となりますので、多くの皆様にご活用

いただきたいと思います。 
本アプリは Web上での申込手続きが必要です。以下の内容をご確認のうえ、（公社）全

日本トラック協会ＨＰから申込を行い、（一社）群馬県トラック協会の承認後に利用可能
となりますが、申込の際には、（公社）全日本トラック協会の会員専用パスワードが必要
です。パスワードは（公社）全日本トラック協会発行の「広報とらっく」に明記されて
いますので、ご不明の場合には（一社）群馬県トラック協会までお問合せ下さい。 

 

【 運送申込・書面化アプリ申込の流れ 】 

 



 

【運送申込・書面化アプリで出来ること】 

運送申込・書面化アプリでは運送申込書・引受書を運送会社間、運送会社・荷主間のや

り取りや Webによる双方向の承認、Emailによる運送申込データの送信が出来るようにな

ります。   

 

 

 

 

 

【 パソコン等の動作環境の確認 】 

運送申込・書面化アプリはパソコン等のブラウザで動作する Web アプリケーションで

す。ご利用前に以下の環境が整っているか確認してください。  

  

注意※Safari 及び FireFox 、スマホやタブレット（Android/iOS）は動作保証の対象

外なので、ご注意下さい。 
 
 
 

【 （公社）全日本トラック協会ＨＰからの申込手順 】 

   
 

アプリで作成できる内容 

会員の皆様へをクリック 

 

情報化・ＩＴ化・物流ＤＸを 

クリック 

 

次ページへ 



 

 

    

 

 

   
 

 

【アプリへのログイン方法等】 

① パスワード設定完了通知メールに記載のＵＲＬからログイン 

（事前に登録したアカウント（Emailアドレス）とパスワードでログイン） 

② その後２段階認証の画面が表示されるので、登録した Email に届いた二段階認証

コードを入力 

③ ログイン完了 

 

【アプリの基本機能】 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ホーム：事務局からのお知らせ及び、受信一覧への通知情報を表示します。 

② 申込一覧：作成した運送申込書・引受書の一覧を表示します。 

申込一覧の画面から新規の運送申込書・引受書作成や複写が可能です。 

運送申込・書面化アプリ 

（会員専用）をクリック 

運送申込・書面化アプリ 

利用申込ページをクリック 

前ページから 

 

広報とらっくのパスワードを 

入力（数字 4ケタ） 

利用申込ページをクリック 

 



 

③ 受信一覧：運送申込・書面化アプリの利用企業からの運送申込・運送引受の一覧を 

表示します。 

④ 承認済一覧：運送申込・引受情報を承認した一覧が表示されます。 
⑤ 取引先一覧：本システムでやり取りを行っている企業の一覧が表示されます。 
⑥ 自社情報：自社の情報を編集することができます。 

本画面から自社の管理者を追加することが可能です。 
⑦ ログイン者情報：現在ログインしているアカウント情報を表示します。ここから 

ログアウトすることも可能です。 
 
 

【マニュアルについて】 

会員事業者向けの「運送申込・書面化アプリマニュアル（ユーザー向け）」及び取引先 

向けの「運送申込・書面化アプリマニュアル（受信サイトユーザー向け）」は、全日本ト 

ラック協会ＨＰ【運送申込・書面化アプリ利用申込ページ(会員専用)＞○マニュアル】に 

掲載しております。 

 

 

運送契約締結時の書面交付義務化は本年４月から始まっていますが、どう対応したら良い

かわからなかったり、必要事項等も含めた書式などで悩んでいる事業者の方もいるかと思い

ます。今回の法改正の趣旨をご理解のうえ、確実な対応を行うためにも、本アプリを積極的

に活用してみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。 

群馬県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

電話 ０２７－２１２－８８２１ 


